
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡又は内視鏡用処置具を吊り下げて保持するためのハンガーの下方に、上記ハンガー
に吊り下げ保持された状態の内視鏡又は内視鏡用処置具の少なくとも先端部分を取り囲む
ように、 上面だけが開口して他の部分が密閉されたカ
バー筒 着脱自在に配置

　

ことを特徴とする内視鏡用保持装置。
【請求項２】
上記支柱に対する上記カバー筒保持部材の取り付け高さが調整自在である請求項 載の
内視鏡用保持装置。
【請求項３】
上記のつなぎ合わされた複数のカバー筒のつなぎ合わせ部分を切断するための切断部材が
、上記引出部分載置部に併設されている請求項 記載の内視鏡用保持装置。
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軟質の袋状部材によって形成されて
が され、上記ハンガーが支柱の上端付近に取り付けられて、上記カ

バー筒を保持するカバー筒保持部材が上記ハンガーより下方において上記支柱に取り付け
られた内視鏡用保持装置において、

上記カバー筒が直列に複数つなぎ合わされてロール状に巻いた状態に配置されて、その
ロールから引き出されたカバー筒が、上記ハンガーに吊り下げ保持された状態の内視鏡又
は内視鏡用処置具の少なくとも先端部分を取り囲む位置に配置され、上記カバー筒のロー
ル状部分を回転自在に支持するロール部支持部と、上記カバー筒のロール状部分から引き
出された部分の上端部付近を載置する引出部分載置部とが、上記カバー筒保持部材に設け
られている

１記

１又は２



【請求項４】
上記カバー筒に、長手方向に沿って折りひだが形成されている請求項１ないし のいずれ
かの項に記載の内視鏡用保持装置。
【請求項５】
上記カバー筒の開口が上記カバー筒の長手方向に対して斜め向きに形成されている請求項
１ないし のいずれかの項に記載の内視鏡用保持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内視鏡又は内視鏡用処置具を吊り下げて保持するための内視鏡用保持装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡や内視鏡用処置具は一般に、細長い挿入部の基端に操作部が連結された構成になっ
ているので、操作部をハンガーに掛けてその下方に挿入部を吊り下げた状態に保持される
ことが多い。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、内視鏡検査が終わったばかりの内視鏡や内視鏡用処置具には体内分泌物などの汚
液が付着しているので、それを上述のような状態に保持すると、汚液が床にしたたり落ち
たり、人が移動中に汚液に触れて汚染されてしまう場合がある。また逆に、使用前の消毒
済の内視鏡や内視鏡用処置具に周囲の物や人が触れて汚してしまう場合がある。
【０００４】
そこで本発明は、ハンガーから吊り下げられた内視鏡や内視鏡用処置具によって周囲が汚
染されたり、逆に内視鏡や内視鏡用処置具が周囲の物や人に触れて汚されたりし難い衛生
的な内視鏡用保持装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用保持装置は、内視鏡又は内視鏡用処置具を
吊り下げて保持するためのハンガーの下方に、ハンガーに吊り下げ保持された状態の内視
鏡又は内視鏡用処置具の少なくとも先端部分を取り囲むように、上面だけが開口して他の
部分が密閉されたカバー筒を着脱自在に配置したものである。
【０００６】
なお、ハンガーが支柱の上端付近に取り付けられていて、カバー筒を保持するカバー筒保
持部材がハンガーより下方において支柱に取り付けられていてもよく、支柱に対するカバ
ー筒保持部材の取り付け高さが調整自在であれば、各種内視鏡に対応することができる。
【０００７】
また、カバー筒が、軟質の袋状部材によって形成されていてもよく、その場合に、カバー
筒が直列に複数つなぎ合わされてロール状に巻いた状態に配置され、そのロールから引き
出されたカバー筒が、ハンガーに吊り下げ保持された状態の内視鏡又は内視鏡用処置具の
少なくとも先端部分を取り囲む位置に配置されるようにすれば、カバー筒の供給が容易で
ある。
【０００８】
そして、その場合には、カバー筒保持部材に、カバー筒のロール状部分を回転自在に支持
するロール部支持部と、カバー筒のロール状部分から引き出された部分の上端部付近を載
置する引出部分載置部とが設けられていてもよく、つなぎ合わされた複数のカバー筒のつ
なぎ合わせ部分を切断するための切断部材が、引出部分載置部に併設されていてもよい。
【０００９】
また、カバー筒に、長手方向に沿って折りひだを形成したり、カバー筒の開口を長手方向
に対して斜め向きに形成することにより、カバー筒への内視鏡又は内視鏡用処置具の挿入
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が容易になる。
【００１０】
なお、カバー筒が硬質の筒状部材であってもよく、カバー筒が上下方向に伸縮自在に形成
されていても差し支えない。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図１は、床面に置かれる内視鏡システム用ラック２０に消毒済内視鏡ハンガー３０と消毒
前内視鏡ハンガー４０とが取り付けられ、その消毒前内視鏡ハンガー４０に内視鏡５０が
吊持された状態を示している。なお、内視鏡システム用ラック２０の底部に車輪を取り付
けて、移動自在なカートにしてもよい。
【００１２】
内視鏡システム用ラック２０の天板には、内視鏡観察像が表示されるテレビモニタ６０が
載せられ、その下方に適宜の間隔で取り付けられた複数の棚板２１に、光源装置（兼ビデ
オプロセッサ）６１の他、内視鏡５０と同時に用いられる例えばビデオ記録装置や吸引装
置等のような周辺機器６２が載せられている。
【００１３】
内視鏡システム用ラック２０の左右両側面には、消毒済みの清潔な内視鏡を吊持するため
の消毒済内視鏡ハンガー３０と、消毒前の清潔でない内視鏡を吊持するための消毒前内視
鏡ハンガー４０とが左右に分けて取り付けられている。
【００１４】
両内視鏡ハンガー３０，４０は各々、垂直に配置された支柱３２，４２の下半部が、内視
鏡システム用ラック２０の側壁面に突設された固定部材３１，４１に固定され、その支柱
３２，４２の上端部付近に、ハンガー板３３，４３が取り付けられた構成になっている。
【００１５】
消毒前内視鏡ハンガー４０のハンガー板４３には、内視鏡５０の操作部５１を引っかける
ための吊持溝４４が形成されている。操作部５１は上半部が下半部より大きく形成されて
いるので、吊持溝４４は、操作部５１の下半部は通過するが上半部は通過できない大きさ
に形成されている。消毒済内視鏡ハンガー３０も同様の構成である。
【００１６】
このような構成により、使用後の清潔でない内視鏡５０の操作部５１を消毒前内視鏡ハン
ガー４０のハンガー板４３に係止することにより、そこから挿入部５２が吊り下げられて
内視鏡５０全体が吊持された状態になる。
【００１７】
ハンガー板４３の下方には、ハンガー板４３から吊り下げ保持された内視鏡５０の挿入部
５２の先端部分５２ａを取り囲むように、上面だけが開口して他の部分が密閉された形状
のカバー筒１が配置されている。
【００１８】
カバー筒１は、この実施例においては、図２に単体で示されるように、例えばポリエチレ
ン製の柔軟で細長い袋であり、底部１ａが熱溶着等によって密閉されて上端だけが開口し
た形状に形成されている。
【００１９】
そして、図１に示されるように、支柱４２に固定されたカバー筒保持部材２にカバー筒１
の上端開口部分が着脱自在に取り付けられている。ただし、支柱４２に対するカバー筒保
持部材２の固定位置を、内視鏡５０の挿入部５２の長さ等に合わせて調整できるようにし
てもよい。
【００２０】
カバー筒保持部材２のカバー筒取付け部は、例えば図３に示されるように、上方から見て
略Ｕ字状に形成されていて、カバー筒１を突き刺して係止するための複数の係止ピン３が
上方に向けて突設されている。
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【００２１】
係止ピン３は、カバー筒１が意に反して外れたりしないように、例えば図４の３ａに示さ
れるようにきのこ状に形成してもよく、或いは、３ｂに示されるように、上半部が支柱４
２側に向かうように曲がった形状に形成してもよい。
【００２２】
このように構成された実施例の内視鏡用保持装置においては、消毒前内視鏡ハンガー４０
に吊持された汚染された内視鏡５０の挿入部５２の先端部分５２ａをカバー筒１によって
取り囲んだ状態にすることができる。
【００２３】
したがって、内視鏡５０の挿入部５２からしたたり落ちる汚液等はカバー筒１内に溜めら
れて床面に落下せず、また、周囲を移動する人が挿入部５２に直接触れるおそれも少ない
。そして、カバー筒１は適宜使い捨てにしてもよく、或いは洗浄して再使用してもよい。
【００２４】
また、図１に破線で示されるように、カバー筒保持部材２″を支柱４２の上部に取り付け
てそこに全長の長いカバー筒１″を取り付けることにより、内視鏡５０の挿入部５２の半
分以上ないし大半の部分をカバー筒１″によって囲むようにすることもできる。
【００２５】
また、図１に２点鎖線で示されるように、消毒済内視鏡ハンガー３０の下方に消毒前内視
鏡ハンガー４０側と同様のカバー筒１を配置することにより、そこに吊持される消毒済み
の清潔な内視鏡が使用前に周囲の物や人に触れて汚されるのを防止することができる。
【００２６】
なお、カバー筒１を硬質の部材で形成しても差し支えなく、例えば図５及びその VI－ VI断
面を図示する図６に示される第２の実施例のように、硬質のプラスチック材等によって構
成したカバー筒１を、例えば弾力的に変形するばね挟み１ｂ等で支柱４２に移動可能に取
り付けてもよい。
【００２７】
また、図７に示される第３の実施例のように、カバー筒１を上下方向に伸縮自在な蛇腹状
に形成して、その上下両端に各々支柱４２に対して移動可能にカバー筒保持部材２（２ａ
，２ｂ）を取り付けてもよい。４は手動固定ネジである。
【００２８】
図８及び図９は、本発明の第４の実施例を示しており、軟質の袋状部材によって形成され
たカバー筒１を複数（例えば１０～１００個程度）直列につなぎ合わされてロール状に巻
いた状態に配置されている。
【００２９】
そして、ロール状部分１０から引き出されて吊り下げられた状態のカバー筒１の引出部分
１′が、消毒前内視鏡ハンガー４０に吊り下げ保持された状態の内視鏡５０の挿入部５２
を差し込むのに適した位置に配置されるようになっている。ただし、図８及び図９は、内
視鏡５０が消毒前内視鏡ハンガー４０に保持されていない状態を示している。
【００３０】
カバー筒保持部材２には、ロール状部分１０を軸線周りに回転自在に保持するロール部支
持軸５と、カバー筒１の引出部分１′の上端部付近を載置する載置舌片８とが設けられて
いる。
【００３１】
そして、カバー筒保持部材２は、消毒前内視鏡ハンガー４０の下方において支柱４２にス
ライド自在に取り付けられていて、任意の位置で手動固定ネジ４により固定することがで
きる。
【００３２】
ロール状に巻かれる複数のカバー筒１を製造する際には、まずポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）樹脂等によって柔軟な一つながりの長い袋状の素材を成形して、各カバー筒
１の底部１ａになる部分を熱溶着によって密閉する。
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【００３３】
そして、つなぎ合わせ部１１になる部分として底部１ａから一定の間隔をとって、そこに
隣のカバー筒１の上端開口１ｃを形成する。なお、カバー筒１の上端開口１ｃ周辺の表面
を粗面又はエンボス状等に形成することによって、使用時に開き易くすることができる。
【００３４】
全てのつなぎ合わせ部１１には、底部１ａに近い位置に長手方向と略直角の方向にミシン
目１２が形成されていて、つなぎ合わせ部１１をミシン目１２に沿って切断し易いように
なっている。
【００３５】
カバー筒保持部材２は、カバー筒１が取り付けられていない状態を図示する図１０及び図
１１にわかり易く示されるように、ロール状部分１０の軸孔に緩く差し込まれるロール部
支持軸５が側方に突設されていて、ロール状部分１０の回転に適当なフリクションを付与
するための複数のスプリング線６が、ロール部支持軸５を囲むように取り付けられている
。
【００３６】
載置舌片８は、カバー筒１のロール状部分１０から引出部分１′が滑らかに吊り下げられ
るように緩くカーブした舌状に形成されていて、ロール部支持軸５の斜め下方の位置にお
いてロール部支持軸５に対して平行にカバー筒保持部材２から突設する舌片支持軸７に、
載置舌片８の下端部が回動自在に嵌着されている。
【００３７】
載置舌片８は、内視鏡５０の挿入部５２によって汚染されないようにカバー筒１の幅より
狭い幅に形成されていて、ミシン目１２に当てがってつなぎ合わせ部１１を切断するため
の切断用エッジ９が下端部から下方に向けて短く突設されている。
【００３８】
その結果、カバー筒１がカバー筒保持部材２にセットされた状態では、図９に示されるよ
うに、ロール状部分１０から引き出された引出部分１′の上端に位置するつなぎ合わせ部
１１が載置舌片８に載置されて、そこから引出部分１′が吊り下げられ、上端開口１ｃが
載置舌片８の下端より少し上方に位置して、切断用エッジ９は引出部分１′の裏側に隠れ
た状態になる。
【００３９】
そして、使用後の汚れた内視鏡５０を消毒前内視鏡ハンガー４０に吊るす際には、図１２
に示されるように、カバー筒１の引出部分１′の上端開口１ｃを指先等で少し大きく開い
ておいてから、内視鏡５０の挿入部５２を先端部分５２ａからその中に差し込み、図１３
に示されるように、操作部５１を消毒前内視鏡ハンガー４０のハンガー板４３に係止すれ
ばよい。
【００４０】
このような取り扱いの際に、カバー筒１の引出部分１′の上端開口１ｃと切断予定部であ
るミシン目１２とが充分に離れて位置していることにより、次にロール状部分１０から引
き出されることになるカバー筒１が内視鏡５０の挿入部５２によって汚染されず、清潔な
状態が維持される。
【００４１】
そして、内視鏡５０を消毒前内視鏡ハンガー４０から取り外す際には、図１４に示される
ように、操作部５１を消毒前内視鏡ハンガー４０のハンガー板４３から外して少し下方に
押し下げ、カバー筒１のつなぎ合わせ部１１に形成されているミシン目１２と切断用エッ
ジ９とが対向する位置で静止させる。
【００４２】
そこで、図１５に示されるように、内視鏡５０を矢印Ａで示されるように少し大きめに回
転させれば、ミシン目１２が端の方から順に切断用エッジ９に当たって、つなぎ合わせ部
１１がそこで切断される。
【００４３】
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このようにして、汚れている内視鏡５０の挿入部５２をカバー筒１で包んだ状態で取り外
して持ち運ぶことができ、ロール状部分１０から、図９に示されるセッティング状態にな
るまでカバー筒１を引き出せば、次の使用準備が整う。このようにして、カバー筒１を、
ロール状部分１０に巻かれている数だけ次から次と容易に交換使用することができる。
【００４４】
図１６は、本発明の第５の実施例を示しており、カバー筒１に、長手方向に沿って折りひ
だ（プリーツ）１ｄが形成されている。このようにすることによって、上端開口１ｃを大
きく開いて内視鏡５０の挿入部５２を容易に差し込むことができる。なお、図１６におい
ては折りひだ１ｄが２本形成されているが、１本でもよく、３本以上あっても差し支えな
い。
【００４５】
図１７は、本発明の第６の実施例を示しており、カバー筒１の上端開口１ｃを長手方向に
対して斜め向きに形成したものである。このようにすることによって、内視鏡５０の挿入
部５２を差し込み易くなり、その傾斜角度θは例えば３０°～７５°程度（好ましくは４
５°～６０°程度）の範囲にあるとよい。
【００４６】
なお、図１６に示される折りひだ１ｄや、図１７に示される斜めに傾いた上端開口１ｃを
、図１に示されるようにカバー筒１が単体で形成されたものに採用しても差し支えない。
【００４７】
また、本発明の内視鏡用保持装置は、上述の各実施例のように内視鏡５０を保持するのと
全く同様にして、内視鏡用処置具を保持するための保持装置に用いることもできる。
【００４８】
【発明の効果】
本発明によれば、使用後の内視鏡や処置具の挿入部からしたたり落ちる汚液等をカバー筒
内に溜めて床面に落下しないようにすることができ、また、周囲の物や人がハンガーから
吊り下げられた内視鏡や内視鏡用処置具に直接触れるおそれが少なくなるので、周囲の汚
染を防止することができ、また逆に、ハンガーから吊り下げられた内視鏡や内視鏡用処置
具が汚され難くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用保持装置が取り付けられた内視鏡システム用ラ
ックの正面図である。
【図２】本発明の第１の実施例のカバー筒の単体斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施例のカバー筒保持部材の平面図である。
【図４】本発明の第１の実施例のカバー筒保持部材の正面図である。
【図５】本発明の第２の実施例のカバー筒部分の側面断面図である。
【図６】本発明の第２の実施例の図５における VI－ VI断面図である。
【図７】本発明の第３の実施例のカバー筒部分の側面断面図である。
【図８】本発明の第４の実施例のカバー筒がカバー筒保持部材に取り付けられた状態の斜
視図である。
【図９】本発明の第４の実施例のカバー筒がカバー筒保持部材に取り付けられた状態の側
面断面図である。
【図１０】本発明の第４の実施例のカバー筒保持部材の斜視図である。
【図１１】本発明の第４の実施例のカバー筒保持部材の複数部分の断面を複合して示す正
面断面図である。
【図１２】本発明の第４の実施例のカバー筒に内視鏡の挿入部が差し込まれる際の状態を
部分的に断面で示す側面図である。
【図１３】本発明の第４の実施例の内視鏡が消毒前内視鏡ハンガーに吊り下げられた状態
を部分的に断面で示す側面図である。
【図１４】本発明の第４の実施例の内視鏡が消毒前内視鏡ハンガーから取り外される状態
を部分的に断面で示す側面図である。
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【図１５】本発明の第４の実施例のカバー筒のつなぎ合わせ部分が切断される状態を部分
的に断面で示す側面図である。
【図１６】本発明の第５の実施例のカバー筒がカバー筒保持部材に取り付けられた状態の
斜視図である。
【図１７】本発明の第６の実施例のカバー筒がカバー筒保持部材に取り付けられた状態の
斜視図である。
【符号の説明】
１　カバー筒
１′　引出部分
１ａ　底部
１ｃ　上端開口
１ｄ　折りひだ
２　カバー筒保持部材
３　係止ピン
５　ロール部支持軸
７　舌片支持軸
８　載置舌片
９　切断用エッジ
１０　ロール状部分
１１　つなぎ合わせ部
１２　ミシン目
４０　消毒前内視鏡ハンガー
４２　支柱
４３　ハンガー板
５０　内視鏡
５１　操作部
５２　挿入部
５２ａ　先端部分
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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